
Ｑ５原発事故時原発事故時原発事故時原発事故時にににに住住住住んでいたんでいたんでいたんでいた区域区域区域区域

によりによりによりにより賠償賠償賠償賠償のののの対象対象対象対象にならないことにならないことにならないことにならないこと

はありますかはありますかはありますかはありますか？？？？    

Ａ 南相馬市全域が賠償の対象と

なる地域です。 
病気や怪我、持病の悪化が避難等に関連し

ていると認められれば、原発事故時に旧緊急

時避難準備区域（２０㎞～３０㎞圏内）や 

３０㎞圏外の区域にお住まいだった方も賠償

の対象になります。 

 

Ｑ６賠償賠償賠償賠償されるされるされるされる期間期間期間期間にににに終終終終わりわりわりわりはあはあはあはあ

りますかりますかりますかりますか？？？？    

Ａ 特に期限はありません。 

賠償の対象となるかどうかは、専ら病気等

と避難等との関連性により判断されます。 

病気や怪我をした時期や、持病の悪化の時

期について特に制限はありません。 

また、避難生活等による精神的損害賠償の

ように、賠償がされる期間の終わりが設けら

れてもいません。 

ただし、病気の発症時期が原発事故の時か

ら離れれば、関連性が否定される可能性は高

くなります。また、一度関連性が認められた

病気でも症状の継続の状況により、途中で関

連性が否定される場合もあるようです。 

Ｑ７
合合合合

Ａ

の

判断

が

さい

Ｑ７東京電力東京電力東京電力東京電力がががが賠償賠償賠償賠償をををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした場場場場

合合合合にはにはにはには諦諦諦諦めないといけませんかめないといけませんかめないといけませんかめないといけませんか？？？？    

Ａ 和解仲介手続では東京電力が

賠償を拒否した事案でも賠償が

認められる場合があります。 

原子力損害賠償紛争解決センター（ＡＤＲ）

の和解仲介手続では、東京電力の直接請求の

判断基準にとらわれることなく、賠償の可否

が判断されます。申立ての方法はご相談くだ

さい。 
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Ｑ１生命身体損害賠償生命身体損害賠償生命身体損害賠償生命身体損害賠償はははは何何何何にににに対対対対すすすす

るるるる賠償賠償賠償賠償ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 避難等によって病気や怪我を

したり、持病が悪化したりした

ことに対する賠償です。 
「避難等」とは、①原発事故に伴う避難指

示に基づく避難、②避難指示が出された区域

外での滞在を余儀なくされたこと、③屋内退

避のことをいいます。 

①から③により怪我や病気になった場合は

賠償の対象になります。例えば、繰り返しの

移動や避難所での生活で肺炎にかかったとい

った場合です。 

①から③により持病（既往症）が悪化した

場合も対象になります。例えば、避難のため

に薬が手に入らず、通院治療もできなかった

ために高血圧が悪化したといった場合です。 

また、高齢の方や既往症があった方が健康

状態の悪化を防ぐために余計にかかった費用

も賠償の対象になります。 

 

Ｑ２賠償賠償賠償賠償のののの内容内容内容内容はははは？？？？    

Ａ 次の項目が賠償されます。 
費 目 内 容 

医療費 
診察や病気の治療のために医療機関

に支払った料金等 

交通費・宿泊費 
医療機関に行くためにかかった自動

車の燃料費、列車の料金、宿泊費 

入通院慰謝料 

入通院を余儀なくされたことによる

精神的苦痛に対する慰謝料 

定額で入通院１日あたり４２００円 

生命身体損害

による就労不

能損害賠償 

病気や怪我、持病の悪化のために、仕

事ができなくなったことによる減収

に対する賠償 

証明書取得費 
賠償請求のための診断書等の証明書

を取得するために支払った料金 

＊医療費は医療機関での診察・治療のための料金

が対象であり、次のようなサービスや施設の利用

料は対象になりません。 

例①：介護サービス利用料 

例②：保養施設利用料 

 

Ｑ３病気病気病気病気やややや怪我怪我怪我怪我とととと避難等避難等避難等避難等のののの因果因果因果因果関関関関

係係係係はどうはどうはどうはどう判断判断判断判断されますかされますかされますかされますか？？？？    

Ａ 原則は医師が作成した診断書

により判断されます。 
病気や怪我、持病の悪化が避難等に関連し

ていると判断される場合に生命身体損害賠償

がされます。東京電力は直接請求でこの関連

性を主に医師が作成する診断書（東京電力の

指定様式）によって判断します。 

診断書で避難等との関連性が「有」との記

載の場合には賠償がされますが、「無」または

「不明」との記載の場合には賠償が否定され

ることが多くなります。 

「不明」との記載の場合も、東京電力が直

接、医療機関に問い合わせて入手した資料等

を参考に関連性を認めて賠償をする場合もあ

ります。 

 

Ｑ４病気病気病気病気やややや怪我怪我怪我怪我がががが悪化悪化悪化悪化してしてしてして亡亡亡亡くなくなくなくな

ったりったりったりったり、、、、障害障害障害障害がががが残残残残ったりしたったりしたったりしたったりした場合場合場合場合

はどうなりますかはどうなりますかはどうなりますかはどうなりますか？？？？    

Ａ 死亡や後遺障害に対する賠償

がされることがあります。 
避難等による病気や怪我、持病の悪化が進

行し、死亡した場合には死亡慰謝料や葬儀費

用等が、後遺症が残った場合には後遺障害慰

謝料等が賠償される場合があります。 

これらの賠償を東京電力に直接請求した場

合、東京電力は「個別対応」するということ

にしており、特定の様式の請求書や賠償の基

準・内容を公表していません。まずは、東京

電力に連絡することで請求方法や必要な資料

の案内を受けることができます。 

請求をすると、多くの場合に東京電力の職

員ではなく、東京電力の委任を受けた弁護士

による対応になり、死亡や後遺症に至る経過

の詳細な質問状が送られてくるようです。 

なお、死亡に関する賠償請求は、亡くなら

れた方の相続人が行うことになります。相続

人が複数いる場合には、遺産分割協議書や賠

償請求に関する相続人全員の同意書の作成を

求められる場合があります。 
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電力に連絡することで請求方法や必要な資料

の案内を受けることができます。 

請求をすると、多くの場合に東京電力の職

員ではなく、東京電力の委任を受けた弁護士

による対応になり、死亡や後遺症に至る経過

の詳細な質問状が送られてくるようです。 

なお、死亡に関する賠償請求は、亡くなら

れた方の相続人が行うことになります。相続

人が複数いる場合には、遺産分割協議書や賠

償請求に関する相続人全員の同意書の作成を

求められる場合があります。 

Ｑ１生命身体損害賠償生命身体損害賠償生命身体損害賠償生命身体損害賠償はははは何何何何にににに対対対対すすすす

るるるる賠償賠償賠償賠償ですかですかですかですか？？？？    

Ａ 避難等によって病気や怪我を

したり、持病が悪化したりした

ことに対する賠償です。 
「避難等」とは、①原発事故に伴う避難指

示に基づく避難、②避難指示が出された区域

外での滞在を余儀なくされたこと、③屋内退

避のことをいいます。 

①から③により怪我や病気になった場合は

賠償の対象になります。例えば、繰り返しの

移動や避難所での生活で肺炎にかかったとい

った場合です。 

①から③により持病（既往症）が悪化した

場合も対象になります。例えば、避難のため

に薬が手に入らず、通院治療もできなかった

ために高血圧が悪化したといった場合です。 

また、高齢の方や既往症があった方が健康

状態の悪化を防ぐために余計にかかった費用

も賠償の対象になります。 

 

Ｑ２賠償賠償賠償賠償のののの内容内容内容内容はははは？？？？    

Ａ 次の項目が賠償されます。 
費 目 内 容 

医療費 
診察や病気の治療のために医療機関

に支払った料金等 

交通費・宿泊費 
医療機関に行くためにかかった自動

車の燃料費、列車の料金、宿泊費 

入通院慰謝料 

入通院を余儀なくされたことによる

精神的苦痛に対する慰謝料 

定額で入通院１日あたり４２００円 

生命身体損害

による就労不

能損害賠償 

病気や怪我、持病の悪化のために、仕

事ができなくなったことによる減収

に対する賠償 

証明書取得費 
賠償請求のための診断書等の証明書

を取得するために支払った料金 

＊医療費は医療機関での診察・治療のための料金

が対象であり、次のようなサービスや施設の利用

料は対象になりません。 

例①：介護サービス利用料 

例②：保養施設利用料 

 

Ｑ３病気病気病気病気やややや怪我怪我怪我怪我とととと避難等避難等避難等避難等のののの因果因果因果因果関関関関

係係係係はどうはどうはどうはどう判断判断判断判断されますかされますかされますかされますか？？？？    
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指定様式）によって判断します。 
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載の場合には賠償がされますが、「無」または

「不明」との記載の場合には賠償が否定され

ることが多くなります。 

「不明」との記載の場合も、東京電力が直

接、医療機関に問い合わせて入手した資料等

を参考に関連性を認めて賠償をする場合もあ

ります。 
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